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（公財）ひかり協会による森永ひ素ミルク中毒被害者の施設入所等の取組
に対する協力について（依頼）

（公財）ひかり協会が行う森永ひ素ミルク中毒被害者救済事業のうち、施設入所等の
取組に関する支援については、別添のとおり協力を依頼するとともに、関係主管課長会
議等において周知しているところです。
森永ひ素ミルク中毒被害者も60歳代を迎え、高齢化に伴う心身機能の低下等により、

障害福祉制度、介護保険制度によるものを問わず、今後の生活の場を確保する必要がま
すます高まっています。例えば、既に施設に入所している被害者において、医療機関で
の入院治療等のため、施設を退所せざるを得なくなった場合に、治療等の内容によって
は、退院後に施設に再度入所することができず、やむなく転院による入院を継続するこ
ととなり、結果として、安定した生活の場を失う事例が生じています。
つきましては、このような事例の解消のためにも、被害者等又は（公財）ひかり協会

から相談があった場合には、被害者への支援の必要性や本人の意向を踏まえて、施設入
所等及びそのための事前対策に関する取組が促進されるよう、以下の取組例もご参考の
上、引き続き、特段のご配慮をお願いするとともに、市町村においても適切な対応が行
われるよう、別添の「（公財）ひかり協会の行う施設入所等の取組に対する協力につい
て（依頼）」及び「（公財）ひかり協会による森永ひ素ミルク中毒被害者の介護サービ
ス利用等に関する相談への協力について（依頼）」と併せて管内市町村あて周知をお願
いします。

（取組例）
１ 関係部局、市町村等の関係行政機関が、緊密な連携の下、施設入所等の必要性が生
じた被害者等から求めがあった場合には、被害者本人の置かれた状況を速やかに把握
するとともに、施設事業者等とも必要に応じて連絡を取り合いながら、適切な制度や
サービスの利用がなされるよう支援する。

２ 施設入所が実現する等、被害者が安定した生活の場を確保するまでの間、前項の取
組を継続するよう努める。


